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序     文 
 

カンボジア王国（以下、「カンボジア」と記す）においては、1991年の内戦終結以来、「法の支

配」確立のための法制度及び司法改革を国家の最重要課題と位置づけられてきました。しかしな

がら、基本法などの法体系が十分整備されていないこと、政府職員並びに司法関係者の層が薄い

ことなどの理由により、自力で法令・制度の整備を行える状況にはありませんでした。こうした

状況のなか、我が国は、カンボジア政府からの要請に基づき、民法・民事訴訟法案の起草作業や

法律執行手続き、司法関係機関の整備を目的とした「法制度整備プロジェクト」を 1999年３月か

ら開始しました。このプロジェクトは、共同起草作業に遅れが生じたため、１年間協力期間を延

長しましたが、2003年３月に最終草案が完成し、同法案を司法省に引き渡すことにより協力を終

了しました。 

以上のような我が国の継続的な支援を更に拡充すべく、民法・民事訴訟法案の立法化支援及び

両法案の付属法令整備を主眼とした、「法制度整備プロジェクト（フェーズ２）」の協力に係る要

請が提出されたことを受けて、2004年４月から同プロジェクトが開始されました。 

当初の計画で合意された協力の終了期日である2007年４月まで約６か月を残すところとなり、

これまでの活動実績の確認、目標達成度の評価、期間延長の必要性等に関する協議を行うことな

どを目的として、 2006年10月18日から10月28日まで終了時評価調査団を派遣することとしました。 

本報告書は、同調査団の調査・協議結果を取りまとめたものであり、今後の法整備支援活動の

進展に広く利用されることを願うものであります。 

最後に、これまでのプロジェクトにご協力を頂きました内外の関係者各位に心から謝意を表す

るとともに、今後の更なる発展に向け、一層のご支援をお願いする次第であります。 

 
平成19年５月 

 

独立行政法人国際協力機構 
社会開発部長 岡崎 有二 
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評価調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：カンボジア王国 案件名：法制度整備プロジェクト（フェーズ２）

分野：法制度整備 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：社会開発部第一グループ 

社会制度・平和構築チーム 

協力金額（評価時点）：140,376 千円 

(R/D 署名日): 2004 年４月９日 先方関係機関：司法省 

法制度司法制度改革評議会 

日本側協力機関：法務省、最高裁判所、日本弁護

士連合会 

 

 

協力期間 ３年間 

（2004 年４月９日～ 

 2007 年４月８日） 他の関連協力：裁判官・検察官養成校民事教育改

善プロジェクト 

１－１ 協力の背景と概要 

カンボジア王国（以下、「カンボジア」と記す）においては、1991 年の内戦終結以来、「法の支

配」確立のための法制度及び司法改革を国家の最重要課題と位置づけてきた。しかしながら、基

本法などの法体系が十分整備されておらず、また、政府職員及び司法関係者の層及び技術レベル

が低く、自力で法令・制度の整備を行える状況になかった。  

こうした状況のもと、JICA は、カンボジア政府からの要請に基づき、1999 年３月から民法・

民事訴訟法案の起草作業や法律執行手続き、司法関係機関の整備を目的とした法制度整備プロジ

ェクトを開始した。以来、同国の市場経済化に適合した法整備を図るべく、日本・カンボジア合

同起草チームによる両法案起草作業、法曹関係者の育成を中心に協力を実施した。同プロジェク

トは、共同起草作業に遅れが生じたため、１年間協力期間を延長したが、2003 年３月に最終草案

が完成し、同法案を司法省に引き渡すことにより協力を終了した。 

以上のような我が国の継続的な支援を更に拡充すべく、2003 年度より、民法・民事訴訟法案の

立法化支援及び両法案の付属法令整備を主眼とした、フェーズ２実施による協力の継続が先方よ

り要請された。2004 年４月に討議議事録（Record of Discussion:R/D）署名・交換を行い、法制度

整備プロジェクト（フェーズ２）が開始された。 

 

１－２ 協力内容 

（１）上位目標 

民事法分野における法令及びその運用がカンボジア国民にとって利用しやすいものとな

る。 

 

（２）プロジェクト目標 

民法・民事訴訟法の立法化を促進するための諸条件が整備される。 

 

（３）アウトプット 

１）ワーキンググループを含む立法過程に関わる人材の知識とキャパシティが向上し、法案

審議に適切に対処できるようになる。 

２）法務・司法関係者の両法案に関する知識が深まる。 

３）民事訴訟法の経過措置（施行法など）が起草される。 

４）民法の経過措置（施行法など）が起草される。 
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５）民事訴訟法の付属法令が起草される。 

６）民法の付属法令が起草される。 

 

（４）投入（評価調査期間現在） 

日本側：合計 118,834 千円 

長期専門家派遣：２名 

（2004 年４月８日から 2005 年１月３日までの約９か月間は１名） 

短期専門家派遣：延べ４名  

研修員受入れ：延べ 14 名 

機材供与：パソコン、プリンター等の OA 機器ほか 

現地活動費：26,592 千円 

相手国側： 

カウンターパート配置：ワーキンググループ 12 名（これに加えて裁判官・検察官養成校

民事教育改善プロジェクトのカウンターパート２名も参加）  

支援スタッフの配置：２名（司法省職員） 

事務室及び会議スペースの提供  

事務所電気代負担 

２．評価調査団の概要 

調査団員 団長・総括   桑島 京子 国際協力機構社会開発部 第一グループ長 

法整備支援手法 稲葉 一生 法務省法務総合研究所 国際協力部長 

法制度整備手法 佐藤 直史 国際協力機構 国際協力専門員 

計画評価    井上 建  国際協力機構社会開発部第一グループ社会制度・平

和構築チーム 

評価分析    伊藤 史男 (株)シー・ディー・シーインターナショナル 

               海外事業部 業務管理主任 

通訳       諏訪井 廉 （財）日本国際協力センター 研修監理員 

オブザーバー  西林 秀隆 法務省法務総合研究所 国際協力専門官 

調査期間 2006 年 10 月 18 日〜2006 年 10 月 28 日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（１）プロジェクト実績 

  １）プロジェクト目標の達成 

    2004 年の R/D 及び協議議事録（Minutes of Meeting:M/M）で合意し、プロジェクト・

デザイン・マトリックス（Project Design Matrix:PDM）に記載された、プロジェクト目標

「民法・民事訴訟法の立法化を促進するための諸条件が整備される。」については、概ね

達成した。民法・民事訴訟法の立法化については、カンボジアの「国家戦略開発計画

(National Strategic Development Plan:NSDP)（2006-2010）」（2006 年６月）等で優先課題と

して位置づけられるなど、政策的重要性は高い。また、法案審議過程において、司法省立

法化準備委員会（以下、「ワーキンググループ」と記す）からの累次の説明、質問への対

応が適切に行われてきたことから、立法過程の重要な関係者である、閣僚評議会法律家委

員会、省庁間会合メンバー、国民議会、上院の関係議員の法案への理解が深まり、協力的

な環境が醸成されてきた。また、実際に、民事訴訟法は 2006 年７月に施行され、また民
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法についても、2006 年９月には省庁間会合を終了しており、審議の結果から、立法化が着

実に進捗していると判断される。 

  ２）アウトプットの達成 

    ワーキンググループのメンバーは、本邦研修や現地セミナー等における民法、民事訴訟

法草案の内容検討や付属法令に関する知識の取得、現地での用語確定、法案審議過程での

説明・対応、他省庁による関連法案との調整作業を通じ、両法案への理解と知識、説明能

力が向上した（アウトプット１）。ワーキンググループによる用語集や第一審マニュアル

の取りまとめが行われ、今後の普及のための教材整備作業が進捗した（アウトプット２）。

また、民事訴訟法や民法の経過措置規定、民事訴訟法の付属法令の起草作業が進捗した

（アウトプット３、４、５）。 

    一方で、他ドナーの支援による土地法、商事裁判所法などの他省庁の関連法案の起草、

立法化作業も独自に進んでいるため、民法、民事訴訟法との調整業務は予想以上に大き

く、ワーキンググループ、長期専門家、日本における作業部会などの関係者の大きな負担

となった。こうしたこともあり、いくつかの活動については進捗に遅れがあり、アウトプ

ットの達成が難しくなっている。例えば、「アウトプット２」に関しては、裁判官・検察

官・弁護士等の新法に対する理解促進のためのセミナー活動はまだ本格的に行われていな

い。今後の普及に向けて重要な教材でもある民法の逐条解説がまだ進捗中であり、また、

民事訴訟法の逐条解説のクメール語版の出版も 2007 年初めを目処としている。普及のた

めに、本プロジェクト実施中に作成することとなった教科書についても、民法の教科書は

作成作業に着手したばかりであり、民事訴訟法の教科書（要説）のクメール語版の出版も

2007 年前半を予定している。また、「アウトプット６」の民法の付属法令には、これから

の起草作業を検討すべきものが残されており、プロジェクト期間中の法案確定は難しい状

況にある。 

 このため、当初協力期間である 2007 年３月までのアウトプットの達成、プロジェクト目

標の達成は困難と思われるため、特に、アウトプット２にかかわる活動を進捗させ、法務・

司法関係者の民法、民事訴訟法に対する知識と理解を促進するためには、さらに１年の協

力期間延長が必要と判断される。なお、アウトプット６にかかわる活動（付属法令の制定）

に関しても協力期間延長の対応が必要であるが、今終了時評価時点では「活動計画」まで

詳細に議論できなかったため、改めて双方で議論をする機会をもつことが必要と判断され

る。 

 

（２）実施プロセス 

１）プロジェクトのマネジメント体制 

a）日本側マネジメント体制 

日本において民法、民事訴訟法両作業部会が組織され、毎月約１回のペースで開催さ

れた両部会の会合で現状分析と活動方針に係る議論が行われたが、両部会とも別に本務

を抱える多忙な実務家及び研究者によるボランティアに近い形での尽力に依存していた

ため、作業進行に遅れが見られる場合があった。日本側プロジェクト関係者間の情報共

有と意思決定のために作業監理連絡会が設置されたが、当初四半期に１回の定期開催を

予定していた作業監理連絡会は諸般の事情により開催が不定期になり、期待された役割

を十分に果たせなかった。 

その一方で長期専門家と JICA カンボジア事務所・JICA 本部の間の連絡・連携、及び

日本側事務局である財団法人国際民商事法センターによる日常的な作業管理は適切に実
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施された。 

本プロジェクトでは諸般の事情で中間評価を実施しなかったために、プロジェクトの

中ほどで実績を確認し、必要な方針変更を行うことができなかった。 

b）カンボジア側マネジメント体制 

イ・ダン司法省次官がカンボジア側を代表して日本側との調整を担った。ワーキング

グループは週２回の定期会合を継続し、現地での活動方針、作業分担などを協議した。

この会合において長期専門家とカンボジア側は情報を共有し、必要な意思決定を行った。

 ２）カンボジア側実施機関のオーナーシップ 

カンボジア側実施機関である司法省は、特に人員配置の面で積極的にプロジェクト実施

体制を整備した。イ・ダン、ヒー・ソピア両次官がワーキンググループに参加し、イ・ダ

ン次官がマネジメント、ヒー・ソピア次官が法律内容についての責任者となった。このほ

か司法省はワーキンググループメンバーに最も重要な人材を任命するとともに、司法省職

員を同委員会の書記として配置するなどプロジェクト実施体制を強化した。ワーキンググ

ループには司法省幹部職員に加え、有能な現職裁判官も数名配置された。 

司法省は民法・民事訴訟法の立法過程において、省庁間会合等の審議の場で両法案の趣

旨を主体的に説明するとともに、抵触の可能性がある関連法との調整に努めた。その結果、

関連法間調整の必要性と司法省職員の優秀さが政府内に広く認識され、他省庁、閣僚評議

会などの立法関係者から調整協議を申し入れられることが多くなった。この点は司法省が

法制度整備活動に対するオーナーシップを確立したことを示唆する。 

３）プロジェクトの効果発現に影響を与えた要因（貢献要因、阻害要因） 

民法・民事訴訟法の制定がカンボジア政府の重要な目標として位置づけられ、そのこと

が他ドナーにも承認されている事実は、全体としてプロジェクトの効果発現に貢献したと

いえる。その一方で、プロジェクトの結果として法令間調整の必要性と司法省職員の優秀

さが認知され、ワーキンググループの司法省職員メンバーの業務負担が増大したこと、及

び同委員会の判事メンバー数名がクメール・ルージュ特別法廷の判事に任命され、プロジ

ェクト活動に参加できなくなったことは、プロジェクト活動の遂行の観点からみるとする

と大きな阻害要因だった。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

以下の諸点から、本プロジェクトは妥当なものであったと判断される。 

１）カンボジアの開発政策及び日本の援助政策の両方に合致している。 

a）カンボジア政府が発表した開発政策に関する一連の文書で司法改革と民法・民事訴訟

法制定は重要課題とされている。「四辺形戦略(Rectangular Strategy)」（2004 年６月）で司

法改革が同戦略の中心命題であるグッド・ガバナンス確立のための優先課題の一つとさ

れ、「法制度司法制度改革短期・中期行動計画」（2005 年４月）、「NSDP」（2006 年６月）

では民法・民事訴訟法制定が優先課題とされている。 

b）日本の「国別援助計画」（2002 年）ではカンボジア政府が取り組むグッド・ガバナンス

の強化を支援する方針のもと、民法・民事訴訟法早期成立のための支援を実施する方針

が確認され、JICA 国別事業実施計画（2003 年、2006 年ドラフト）でも「法による統治

の強化」に関する基本法整備プログラムの推進が明記されている。 

２）ワーキンググループメンバーを含む立法過程にかかわる人材の知識と能力を向上させる

ことは主要な法律の早期制定を目指すカンボジア政府のニーズに合致していたとともに、
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法律用語集、解説書、付属法令起草等についてプロジェクト事前調査で政府関係者から支

援要請があったこと、現職法律実務家の間に新法普及活動への期待が高いことはプロジェ

クトがカンボジア側のニーズに合致していたことを示す。 

３）本プロジェクトが採用した「共同作業」型手法は起草から立法化過程まですべてのプロ

セスにカンボジア側の法律専門家を深く関与させることを通じて、カンボジアの現状に合

致した法律が策定され、カンボジアの人材育成に貢献する点で適切だった。 

 

（２）有効性 

プロジェクト目標の達成状況及びプロジェクト目標とアウトプットの関連からみて、プロ

ジェクトの有効性は相当に高いと判断できるものの、当初予想されていなかった外部条件へ

対応するための業務負担が増大した。 

プロジェクトは、プロジェクト目標の達成に向けた軌道に乗り順調に進捗している。計画

されたアウトプット中、アウトプット１及び３～５は適切に産出されプロジェクト目標の達

成に向けて貢献した一方で、「アウトプット２ 法務・司法関係者の両法案に関する知識が

深まる。」については新法普及セミナーが本格的に行われておらず、「アウトプット６ 民法

の付属法令が起草される。」についてもプロジェクト期間内での起草完了は困難な状況であ

る。 

プロジェクト目標と設定されたアウトプットは適切に関連し、アウトプットに過不足はな

かった。 

当初設定された外部条件「プロジェクト活動に関与する職員が、立法・司法関係機関で勤

務し続ける。」に変化はなかったが、「カンボジア政府の体系的法律整備のための政策方針が

明確である。」ことが重要な外部条件であったことがプロジェクト実施中に明らかになった。

立法スケジュールが進捗するにつれて、他ドナーが支援する他省庁所管の関連法案との調整

業務が当初予想を超えて増大したが、これはカンボジア政府に体系的な法律整備を行うため

の一貫した方針がない、または当該方針が明確化されていないためであることが明らかにな

った。 

 

（３）効率性 

本プロジェクトは投入と活動のタイミング・規模がおおむね適切であったことから、効率

性は一定程度確保されたと判断できるが、投入の規模について長期専門家の業務負担の大き

さが目立つ。また、ワーキンググループの人手不足は今後のプロジェクト進捗に関する懸念

材料となっている。 

民事訴訟法逐条解説及び民事訴訟法教科書（要説）の作成作業は適切な時期に実施された。

民法経過規定及び民事訴訟法付属法令の日本語草案作成も適切な時期に実施された。また、

法令用語集の正式な出版はまだであるが、既に原稿は編集済みでワーキンググループをはじ

めとする一部実務家に活用されはじめている。 

その一方で、普及セミナー開催のために現地から短期専門家派遣の要請が寄せられていた

にもかかわらず、日程調整が大幅に遅れ、専門家派遣が実現しなかったこともある。 

業務調整／法整備支援長期専門家は、日本側で作成された様々な文書をクメール語に翻訳

し、あるいは翻訳を確認するとともに、日常的にワーキンググループに対して助言・指導を

行うなど過重な業務を負担しているために、プロジェクト活動の一部は遅れ気味になってい

る。 

既に実施プロセスの項で述べたように、立法過程関係者の間に関連法間調整の必要性とワ
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ーキンググループメンバーの有能さが認識され、司法省職員である委員会メンバーが法令間

調整業務に忙殺されるようになったことや、判事である委員会メンバーの中からクメール・

ルージュ裁判の判事に任命される者が出たために、調査実施時点で３名のメンバーが委員会

活動への参加が困難になっている。 

 

（４）インパクト 

民事訴訟法は 2006 年７月に既に施行され、2007 年７月に適用される予定であり、民法案

についても既に省庁間会合における審議が終了している。これらは上位目標達成に向けた第

一歩であり、プロジェクト実施によるインパクトが発現しはじめたといえる。 

妥当性の項で述べたように本プロジェクトは「共同作業」型手法を採用し、起草から立法

化過程までの全プロセスにカンボジアの法律専門家を深く関与させ、カンボジア側から高い

評価を受けた。その結果、他ドナー支援による法制度整備においても同手法が採用されはじ

めている（フランス支援による刑法起草、オーストラリア支援によるテロ対策法起草等）。

カンボジア政府は現在作成中の立法ガイドラインに「共同作業」型手法を取り入れる予定で

あり、プロジェクトのインパクトとして日本の支援アプローチがカンボジアにおける法制度

整備の標準となりつつある。 

 

（５）自立発展性 

政策面、組織・財政面、人材面の観点から、自立発展性については以下の点が指摘できる。

政策面では、カンボジア政府が民法・民事訴訟法の制定を優先課題としていることから自

立発展性は高いと考えられる。 

組織・財政面では、まず司法省の予算獲得努力にもかかわらず十分な予算措置がとられな

いため、法制度整備活動はドナーからの支援を前提として計画・実施されており、財政面で

の自立発展性は低いことが指摘できる。その一方で司法省は組織能力を向上させつつある。

ワーキンググループは予定される民事訴訟法普及活動について具体的な地方セミナー開催

案を検討中である。地方セミナー開催の前に上級審の裁判官を対象に日本から作業部会委員

を迎えてセミナーを実施したいとする案も上級審の裁判官に新法を効果的に普及し、新法の

円滑な運用を図るもので、司法省が新法普及を主体的に検討していることを示唆するもので

ある。 

人材面では、ワーキンググループメンバーが調整業務の増大やクメール・ルージュ特別法

廷の判事への任用でプロジェクト活動に継続して参加できなくなっている現状が最も憂慮

される。プロジェクト活動を維持するための短期的方策と法制度整備活動を将来にわたって

継続できるような人材の長期的育成の検討が求められている。 

 

３－３ プロジェクトの効果発現に影響を与えた要因（貢献要因、阻害要因） 

（１）貢献要因 

既に述べられているとおり、実施プロセスの面では民法・民事訴訟法の制定がカンボジア政府

の重要な目標として位置づけられ、そのことが他ドナーにも承認されている事実は、全体と

してプロジェクトの効果発現に貢献したといえる。加えて、司法省ワーキンググループメン

バーの知識と能力の向上は、今フェーズにおける活動の成果だけでなく、フェーズ１からの

蓄積であり、フェーズ１に引き続き枢要なメンバーが継続的にかかわっていたことが効果発

現に貢献したといえる。 
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（２）阻害要因 

ワーキンググループメンバーの優秀さが認識されたことは喜ばしいことであるものの、反

面、この限られた人材の故にメンバーの法令間調整業務が増大し、プロジェクト活動に集中

することを阻害することになった。また、ワーキンググループの判事メンバー数名がクメー

ル・ルージュ特別法廷の判事に任命されたことで、プロジェクト活動に参加できなくなった

ことも阻害要因としてあげられる。 

 

３－４ 結 論 

 プロジェクトの実施によって、下記のような成果が達成された。 

・民事訴訟法は 2006 年７月に施行され、2007 年７月に適用見込みである。また、民法草案も

作成され、2006 年９月に省庁間会合を通過し、当該国での両法案の立法化が着実に進捗した。

・本邦研修や現地セミナー等における民法、民事訴訟法草案の内容検討、付属法令に関する知

識の取得、現地での用語確定、法案審議過程での説明・対応、他省庁による関連法案との調

整作業を通じ、司法省ワーキンググループメンバーの両法案への理解と知識、説明能力が向

上した。 

・ワーキンググループによる用語集や第一審マニュアルの取りまとめが行われ、今後の普及の

ための教材整備作業が進捗した。 

・民事訴訟法や民法の経過措置規定、民事訴訟法の付属法令の起草作業が進捗した。 

プロジェクトの妥当性は高く、「共同作業」型手法を採用したことにより、起草から立法化過

程までの全プロセスにおけるカンボジアの法律専門家の能力向上にもつながることから、本プロ

ジェクトを実施した意義は大きい。更なる成果達成に向けて実施すべきことは次項に示す。 

 

３－５ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

（１）プロジェクト期間の１年間の延長 

プロジェクト期間中にアウトプット２、アウトプット６の達成が困難なところ、プロジェ

クト期間を１年間延長することが必要となる。延長期間において、カンボジア側・日本側双

方は、カンボジアの法務・司法関係者の民法・民事訴訟法に対する理解と知識を向上させる

活動に注力すべきである。 

特に、カンボジア側・日本側双方による議論を踏まえて、普及セミナーの具体的計画案（タ

ーゲット、教材、講師アレンジ等を含む。）が、2007 年１月までに作成されるべきである。

また、民法の逐条解説及び教科書は普及活動に不可欠であるところ、日本側は逐条解説を

可及的速やかに、教科書の日本語版は 2007 年３月までに作成すべきである。 

なお、今終了時評価時点で「延長期間中の活動計画」まで詳細に議論できなかった付属法

令の制定に関しては、改めて双方で議論をする機会をもつことが必要である。 

 

（２）カンボジア側が実施すべき方策 

他省庁が起草する法案との調整、クメール・ルージュ特別法廷への関与等により、ワーキ

ンググループメンバーがきわめて多忙であるところ、司法省はワーキンググループの活動を

維持するための方策をとるべきである。また、中長期的には若手人材の育成が課題となると

ころ、司法省としての対策を検討すべきである。 

 

（３）日本側が実施すべき方策 

日本人長期専門家（特に、業務調整／法制度整備専門家）の業務が過重であるところ、JICA
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は現地体制を強化するために、専門家の増員を含む方策を検討すべきである。 

   プロジェクト活動が適切なタイミングで実施されるために、JICAは現地及び本邦の日本人

関係者間の会議を定期的に実施するなどして、より緊密な協議を実施すべきである。 

 

３－６ 教 訓 

・運営指導調査・中間評価等が行われなかったため、終了時評価調査の時点でこれまでのあら

ゆる経緯・進捗・実績・課題等を洗い出す作業を行うこととなり、これまでのレビューが中

心となった。この背景には、本部・作業部会・現地との間の情報共有のみならず、全体方針

や課題や問題意識の共有、これらに基づく適切なアクションの仕切りが不十分だったことが

あげられる。今後は作業監理連絡会の有効活用を含め、JICA 本部の役割をさらに強化する

必要がある。 

・本プロジェクトで作成される教科書や逐条解説等は、若手人材の養成を目的とする裁判官・

検察官養成校民事教育改善プロジェクトでも活用されることになっており、ワーキンググル

ープには王立裁判官検察官養成校(Royal School for Judges and Prosecutors:RSJP)の教官を務

めるメンバーも含まれていた。このことは、起草・立法・普及のプロセスと、新規人材の育

成を有機的に連携させる仕組みとして有効である。 

 



第１章 終了時評価調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

 2003 年４月から３年間の予定で実施している法制度整備プロジェクト（フェーズ２）は、実施

協議の討議議事録(Record of Discussion:R/D)で合意された計画に沿って事業が実施されてきた。

当初の計画で合意された協力の終了期日である 2007 年４月まで約６か月を残すところとなり、以

下の諸点を目的として 2006年 10月 18日から 10月 28日まで終了時評価調査団を派遣することと

した。 

 

（１）R/D 及びプロジェクト・デザイン・マトリックス(Project Design Matrix:PDM)に基づき、

これまでのプロジェクト活動の進捗状況、実績及び達成見込みを確認する。その確認に際

しては、カンボジア側司法省立法化準備委員会（以下、「ワーキンググループ」と記す）及

び本邦作業部会との共同作業として実施された起草作業の達成（見込み）状況並びに、カ

ンボジア側ワーキンググループの知識・能力向上を含む現地の活動、本邦研修についても

確認を行う。 

 

（２）プロジェクトについて、評価５項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展

性）の観点から評価を行い、今後に向けた教訓・提言をまとめる。 

 

（３）上記について、プロジェクト期間延長の必要性及び、終了時までの活動内容と延長期間

中の活動内容につき、カウンターパート機関との間で合意を形成する。 

 

（４）上記協議結果を協議議事録(Minutes of Meeting:M/M)（英文）としてまとめ、その内容に

つきカウンターパート機関との合意を形成する。 

 

（５）今後の法整備支援の協力方針に関する横断的な教訓や提言については、終了時評価報告

書（和文）に取りまとめる。 

－1－



１－２ 調査団の構成と調査期間 

氏 名 担当業務 所 属 期 間 

桑島 京子 

 

団長・総括 独立行政法人国際協力機構 

社会開発部 第一グループ長 

10 月 21 日～10 月 28 日

稲葉 一生 法整備支援手法 法務省法務総合研究所 国際協力部長 10 月 21 日～10 月 28 日

佐藤 直史 

 

法整備支援手法 独立行政法人国際協力機構 

国際協力専門員 

10 月 21 日～10 月 28 日

井上 建 

 

計画評価 独立行政法人国際協力機構社会開発部 

社会制度・平和構築チーム 職員 

10 月 21 日～10 月 28 日

伊藤 史男 

 

評価分析 株式会社シー・ディー・シーインターナ

ショナル海外事業部 業務管理主任 

10 月 18 日～10 月 28 日

諏訪井 廉 

 

通訳 財団法人日本国際協力センター 

研修監理員 

10 月 18 日～10 月 28 日

西林 秀隆 オブザーバー 法務省法務総合研究所 国際協力専門官 10 月 21 日～10 月 28 日

 

１－３ 対象プロジェクトの概要 

（１）カンボジアにおいては、1991年の内戦終結以来、「法の支配」確立のための法制度及び司

法改革を国家の最重要課題と位置づけてきた。しかしながら、基本法などの法体系が十分

整備されておらず、また、政府職員及び司法関係者の層及び技術レベルが低く、自力で法

令・制度の整備を行える状況になかった。 

 

（２）こうした状況のなか、我が国は、カンボジア政府からの要請に基づき、民法・民事訴訟

法案の起草作業や法律執行手続き、司法関係機関の整備を目的とした法制度整備プロジェ

クトを1999年３月から開始した。以来、同国の市場経済化に適合した法整備を図るべく、

日本・カンボジア合同起草チームによる両法案起草作業の実施、法曹関係者の育成（我が

国司法行政・裁判制度、弁護士制度などについての研修の実施を含む）を中心に協力を実

施してきている。協力にあたっては、長・短期専門家の派遣、国別特設研修（年間16名程

度）などの投入を行ってきた。本プロジェクトは、共同起草作業に遅れが生じたため、１

年間協力期間を延長したが、2003年３月に最終草案が完成し、同法案を司法省に引き渡す

ことにより協力を終了した。 

 

（３）以上のような我が国の継続的な支援を更に拡充すべく、2003年度より、民法・民事訴訟

法案の立法化支援及び両法案の付属法令整備を主眼とした、フェーズ２実施による協力の

継続が先方より要請された。2003年４月に R/D 署名・交換を行い、プロジェクトを開始し

た。 
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第２章 終了時評価の方法 

 

本評価では、2003 年４月に締結された法制度整備プロジェクト（フェーズ２）の R/D に添付さ

れた暫定 PDM が示すプロジェクトの実施枠組みに基づき、関係者からの聞き取り及び質問票を

通じた調査により、評価５項目の観点から、プロジェクトの実績、実施プロセス、実施上の貢献・

阻害要因等に係る情報を分析･検証した。 

本評価調査はプロジェクト活動の進捗状況、実績及び達成見込みを確認し、評価５項目（妥当

性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）の観点から評価を行い、今後に向けた提言・教

訓を導き出すことを目的とした。当該目的を達成するために、本評価調査では活動実績を示す書

類、関係者聞き取り、質問票回答を通して得られた情報を、プロジェクトの実績、実施プロセス、

評価５項目のそれぞれについて評価グリッドに置き換えて整理し、それぞれの観点から分析を行

った。 

評価に係る情報・データの収集方法としては、プロジェクトの活動実績を示す書類を通読する

などして実績を中心に基本的な情報を収集したうえで、活動プロセスや評価５項目の判断に係る

事項で関係者の意見等を直接聞き取る必要のあるものについては、質問票への回答及び現地での

直接聞き取りを通じて収集する方法をとった。聞き取り対象者は、日本側から長期専門家及び国

内作業部会関係者、カンボジア側から民法・民事訴訟法立法準備委員会メンバーとした。聞き取

り対象者は立場もかかわり方もそれぞれ異なるため、聞き取り項目のすべてについて同じにする

ことはしなかったが、プロジェクト実施に係る異なった立場からの意見を集約できるような設問

を設定した。 

なお、本調査は主に聞き取り調査及び文献レビューにより実施することになったため、様々な

「定性データ」に基づいて分析を行うことになった。定性データについては、データから意味を

読み取るときに調査者の偏向に左右されやすいというデメリットがある反面、プロジェクト活動

の実施状況や実施上の問題点がプロジェクトの効果発現にどのような影響を与えたのか、阻害･

貢献要因は何かを分析することが可能になるといわれる*。本調査では、これらの利点と留意点を

念頭に置きつつ、今後に向けた提言・教訓を特定できるように務めることとした。 

また、本調査はカンボジア側との合同評価の側面をもつことから、現地調査においては調査課

題に沿ってカンボジア側と合同評価会議を開催し、相互の意見交換を通して今後の改善点等の合

意を得ることとした。 

なお、JICA におけるプロジェクト評価の基本的方法論である評価５項目（妥当性、有効性、効

率性、インパクト、自立発展性）ごとの評価観点と調査方針は以下のとおりに整理できる。 

 

（１）妥当性：民法・民事訴訟法の立法化を目的とする協力が、日本・カンボジア両国の援助・

開発政策においても支持されているかを示すために両国の援助・開発政策をまとめた文書を

取り上げる。これに加えて日本による法制度整備における特徴的なアプローチである「共

同作業」型アプローチの妥当性を主にカンボジア側の受け止め方を聞き取ることでレビュー

する。 

 

                                                        
* 独立国際協力機構企画・評価部評価監理質編「プロジェクト評価の実践的手法―JICA 評価ガイドライン改訂版」2004年、

国際協力出版会、81頁。 
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（２）有効性：プロジェクト目標は「民法・民事訴訟法の立法化を促進するための諸条件が整備

される。」であることから、「プロジェクトの結果、法務・司法関係者の民法・民訴法制定に

対する協力的姿勢が高まったか」と「民法・民訴法の可決・成立に高い政策的優先順位が与

えられたか」の２点についてプロジェクトの実績を明らかにするとともに、プロジェクト目

標の達成について特に貢献・阻害した要因がないかについても分析する。 

 

（３）効率性：プロジェクトにおける投入と活動がアウトプット産出のために妥当であるかにつ

いて、主に投入・活動の質、量、タイミングの適切性とアウトプット産出への貢献・阻害要

因の有無を分析する。 

 

（４）インパクト：上位目標の達成見込み及びその他の波及効果について、聞き取り結果を中心

に分析する。 

 

（５）自立発展性：カンボジア政府、とりわけ司法省が、今後も必要な法制度の整備と普及を継

続できるかについて、法制度整備のカンボジア政府の政策中での優先度、新しい民法・民事

訴訟法の普及活動に向けた司法省の予算獲得努力や活動計画の有無等を通して分析する。 
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第３章 調査結果 
 

本調査ではプロジェクト実績を示す資料、現地関係者からの聞き取り、日本側関係者からの質

問票回答から実績、実施プロセス、実施上の貢献・阻害要因等に係る情報を得た。これらのプロ

ジェクトに関する情報をカンボジア側との協議を踏まえてまとめたのが評価グリッド（付属資料

２.ミニッツの別添のとおり）である。以下に聞き取り調査結果、調査票回答、カンボジア側との

協議、合同評価会議の概要を説明する。 

 

３－１ 聞き取り調査結果 

３－１－１ 聞き取り対象者と実施日 

 聞き取り調査は、日本側長期専門家２名とカンボジア側８名を対象にカンボジア国内で実施

した。対象者及び聞き取り実施日時は以下に示すとおりである。 

月日（曜日） 時 間 対 象 者 

2006 年 

10 月 19 日（木） 

８:00～12:00 

 

14:30～16:30 

 

 

16:30～17:45 

 

17:45～19:15 

神木 篤専門家 

坂野 一生専門家 

イ・ダン司法省次官（H.E.Mr.Y Dan） 

ヒー・ソピア司法省次官 

（H.E.Mr.Hy Sophea, Secretary of State） 

サリー・ティアラ控訴裁判所判事 

（Mr. Saly Theara） 

チャン・ソティアヴィ司法省次官補 

（H.E. Ms.Chan Sotheavy） 

10 月 20 日（金） 13:30～15:30 

 

15:30～17:00 

パエン・ピッサリー司法省国際局長・判事

（Mr.Pen Pichsaly） 

スン・パニャヴット司法省検察局長・判事

（Mr.Soeung Panhavuth） 

10 月 21 日（土） ８:00～９:45 

 

10:00～11:15 

ユー・ブンレン控訴裁判所判事 

（Mr.You Bunleng） 

モン・モニチャリヤ最高裁判所判事 

（Mr.Mong Monichariya） 

 

 

３－１－２ 聞き取り内容の概要（詳細な議事録は付属資料４のとおり） 

＜長期専門家＞ 

長期専門家によると、プロジェクトの活動を通じてカンボジア側カウンターパート（ワーキ

ンググループ）の民法草案及び民事訴訟法草案への理解が深まり、メンバーによっては技術的

に高度な法解釈手法を体得したり、草案の内容を講義できたりするほどになったという。プロ

ジェクトの成果物である法律用語集や民事訴訟法逐条解説について、正式出版がまだであるも

のの、それらの原稿がワーキンググループや一部の法律実務家に活用されはじめていることも

明らかになった。その一方で現職裁判官ら法律実務家への新法普及は未着手で今後の課題であ

るという。 
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現在の問題として、プロジェクト関係の日本語文書のクメール語翻訳・翻訳チェックを担当

しつつ、カンボジア側の指導にあたっている業務調整／法整備支援専門家の業務負担が過重で

あること、ワーキンググループが他の業務に手を取られプロジェクト活動を円滑に進めにくい

ことなどが指摘された。 

このほか特に日本側での実施プロセスについて、情報共有が適切になされている一方で、関

係者全体を含めたモニタリング制度がうまく機能せず、意思決定が困難だった場合があること、

プロジェクト中間評価がなかったために進行確認と対処方針を行う機会がなかったことが指摘

された。また、カンボジア側についても政府に法制度整備に係る政策が不明確な点が指摘され

た。 

 

＜カウンターパート＞ 

聞き取りを行ったワーキンググループメンバーからは、これまでに完成した法律用語集や民

事訴訟法逐条解説の原稿が既に一部の法律実務家に活用されはじめており、早期の出版が要望

されていること、民法案・民事訴訟法案の審議における対応や関連法間の整合性を維持するた

めの調整協議においてワーキンググループメンバーの優秀さが立法関係者に認知され、法案審

議過程への召集や他省庁からの調整協議申し入れが増加していることなど、長期専門家からの

聞き取り内容と一致するコメントが聞かれた。 

民事訴訟法の適用を控えて実施が急がれる普及活動については、国内をいくつかの地区に分

けて地方セミナーを実施し、首都においては最高裁及び控訴裁の判事を対象に日本側作業部会

委員を招いて中央セミナーを実施する計画とその背景にある考え方が披露され、ワーキンググ

ループが普及活動を主体的に担おうとする意欲が示された。 

その一方で、調整業務の増加によってワーキンググループの司法省メンバーが多忙になり、

同委員会の判事メンバー数名がクメール・ルージュ特別法廷の判事に任命されたことにより、

新しい民法・民事訴訟法の普及をはじめとするプロジェクト活動の継続が困難になりつつある

問題も明らかにされた。 

実施プロセスに関連しては、カンボジアの法律専門家と日本の法律専門家の共同作業を通じ

て、カンボジアの現状に即した法律を起草する日本の手法が他機関の支援手法より優れており、

日本の「共同作業」型手法を他機関も採用しはじめたとのコメントが寄せられた。 

 主要なコメントは付属資料５のとおり。 

 

３－２ 質問票回答結果 

既に述べたように現地関係者に対しては聞き取りを実施したが、日本国内の両作業部会関係者

に対しては質問票を配布し、2006 年 10 月 20 日までに５名から回答を得た。 

質問票では、本邦研修や現地セミナー等、カンボジア側カウンターパートに直接指導できる機

会が有益であるとのコメントや新法に関する普及活動を早急に実施する必要性を強調するコメン

トが寄せられた。 

主要なコメントは付属資料４のとおり。 
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３－３ 関係者協議結果 

３－３－１ 関係者協議のアジェンダと参加者 

2006 年 10 月 23 日午後、24 日午前、25 日午後にわたって、それまでのインタビュー結果を

確認し、情報を補足するとともに、評価結果に関してカンボジア側プロジェクト関係者と協議

を実施した。日本側参加者は調査団員７名、現地専門家２名であった。カンボジア側参加者は

以下のとおりであった。 

10 月 23 日午後 イ・ダン司法省次官、ヒー・ソピア司法省次官、チュオン・ティッ司法省

裁判所監査総局次長、チャン・ソティアヴィ司法省次官補、ユー・オッタ

ラ最高裁判事、サムリット・ソポル控訴裁判所判事（６名） 

10 月 24 日午前 ヒー・ソピア司法省次官、チュオン・ティッ司法省裁判所監査総局次長、

チャン・ソティアヴィ司法省次官補、ユー・オッタラ最高裁判事、サムリ

ット・ソポル控訴裁判所判事（５名） 

10 月 25 日午後 イ・ダン司法省次官、ヒー・ソピア司法省次官、チュオン・ティッ司法省

裁判所監査総局次長、チャン・ソティアヴィ司法省次官補、ユー・オッタ

ラ最高裁判事、モン・モニチャリヤ最高裁判事、サムリット・ソポル控訴

裁判所判事（７名） 

 

３－３－２ 協議の概要 

 関係者協議は日本側調査団から評価の趣旨と５項目評価の仕組みを説明したあとに、調査

団が質問し、これにカンボジア側参加者が回答する形で進められた。 

まず、プロジェクトの現状についてカンボジア側から説明がなされ、ワーキンググループ司

法省職員メンバーの平常業務負担が増加していることと同委員会判事メンバーの一部がクメ

ール・ルージュ特別法廷の判事に任命されたことによって、プロジェクト活動を継続するため

の人出が不足してきている実情が改めて紹介された。 

普及活動については地方セミナー及び中央セミナーの実施計画が改めて披露され、普及の範

囲が現職裁判官、検察官、弁護士をすべて含む約 500 人を対象としていることが明らかにされ

た。 

民法･民事訴訟法起草を日本が支援したことをどう評価するかという質問に対しては、カン

ボジアの現状を精査して実情に合致した法律案を作成する日本のアプローチを高く評価する

旨が示され、このアプローチを他の支援案件にも広げていきたいとの意向が示された。 

具体的なアウトプット項目の産出状況に関連して、カンボジア側から民法付属法令起草に

ついて必要に応じて作業部会からのアドバイスや作業部会による起草を依頼したい旨が示さ

れたのに対して、調査団からは、作業部会において必要な活動の優先順位を考慮しつつ支援が

可能か検討したい旨が返答された。 

司法省による予算確保のための努力について評価団が質問したのに対し、ワーキンググルー

プの司法省メンバーは、財務省が司法省に対して提示する額がもともと少なく、司法省側が根

拠を示しても予算を配分できないといわれるばかりであるという現状が報告された。 

より詳細な議論の内容については付属資料５参照。 
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３－４ 合同評価会議結果 

 関係者からの聞き取り、日本側関係者からの質問票回答、評価団とカンボジア側関係者の協議

を通して得られた情報をもとに、評価団はプロジェクトの実績、実施プロセス、評価５項目に基

づく分析を行い、10 月 26 日午前には評価分析結果を M/M案としてカンボジア側に示し、コメン
トを受ける形で合同評価会議を開催した。 

 日本側からの参加者は評価団員７名、法制度整備プロジェクト長期専門家２名、開発評議会

（Council of the Development of Cambodia）専門家１名だった。カンボジア側は司法省、最高裁判
所、法制度司法制度改革評議会（Council of Legal and Judicial Reform）、開発評議会から以下の７
名が参加した。 

イ・ダン司法省次官、チャン・ソティアヴィ司法省次官補、ユー・オッタラ最高裁判事、モン・

モニチャリヤ最高裁判所判事、パイ・ソッケン閣僚評議会法律家委員会プロジェクト管理部長、

スイ・モンリアン法制度司法制度改革評議会プロジェクト管理部司法改革課長、ディム・キムホ

ン法制度司法制度改革評議会アジア部職員。 

 

合同評価会議の協議結果は、付属資料２のミニッツとして最終的にまとめられ、10 月 27 日午

後評価調査団長とカンボジア司法大臣の間で署名交換がなされた。 
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第４章 プロジェクトの実績 
 

４－１ プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標は、「民法・民事訴訟法の立法化を促進するための諸条件が整備される。」こ

とである。2004 年の R/D 及び M/M において合意された PDM には指標として「（立法過程にかか

わる）立法・司法関係者の法案の内容に対する理解の向上」及び「立法過程における法案の審議

結果」があげられており、これらが「諸条件」を構成すると考えられる。 

フェーズ１（1999 年３月～2003 年３月）までに民法、民事訴訟法の起草はおおむね終了し、民

事訴訟法は既に 2006 年７月に施行され、2007 年７月に適用される予定である。民法は早期の成

立、施行、適用を目指し国民議会への法案提出に向け準備中である。カンボジアにおける立法過

程は、法案所管省庁が閣僚評議会に法案を提出し、同評議会法律家委員会（Council of Jurists, 
Council of Ministers）での審議のあと、省庁間会合にかけ、国民議会、上院の審議・可決を経て成

立し、公布、施行という順序で進む。なお、施行された法は施行１年後に適用される。 

民法、民事訴訟法の法案審議過程においてワーキンググループは、閣僚評議会法律家委員会、

省庁間会合メンバー、国民議会議員など立法関係者に対して法案内容を説明し、質問に適切に対

応することで、彼らの法案への理解を増進させ、両法の立法化に向けて協力的な環境を醸成する

ことに成功した。その結果として、民事訴訟法は 2006 年７月に施行され、民法案も 2006 年９月

に省庁間会合を通過した。両法案の審議の結果・進行状況からは立法化が着実に進捗してきたこ

とがわかる。このように本プロジェクトは目標の達成に向けた軌道に乗り、順調に進捗している

といえる。 

 

４－２ アウトプットの達成状況 

（１）アウトプット１ 

ワーキンググループを含む立法過程にかかわる人材の知識とキャパシティが向上し、法案

審議に適切に対処できるようになる。 

立法準備委員会メンバーが法案を説明したり、関係省庁と調整したりするなど立法過程に

適切に対処するに十分な知識と能力を有するに至ったことが確認できた。逐条解説の作成を

はじめとする諸活動、投入を通じて立法準備委員会メンバーは法案の理解を深め、実際の法

案審議過程にも適切に対応し、民事訴訟法を成立させ、民法も立法化作業を進めている。一

部のメンバーについては技術的に高度な解釈もできるようになり、王立裁判官検察官養成校

(Royal School for Judges and Prosecutors:RSJP)、弁護士養成校、大学などで新法を講義するメ

ンバーもいる。 

 

（２）アウトプット２ 

法務・司法関係者の両法案に関する知識が深まる。 

カンボジアの法務・司法関係者の両法案に関する知識は改善されはじめたが、今後本格的

な普及活動が必要と考えられる。現在までのところワーキンググループ以外の実務家に対し

て開かれたセミナー、ワークショップは 2004 年 11 月に開催された人事訴訟法ワークショッ

プのみである。当該ワークショップへのワーキンググループ以外からの参加者は、判事３人、

検察官４人、弁護士１人、大学教員１人、他省庁職員５人、委員会メンバー以外の司法省職
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員５人だった。 

逐条解説、マニュアル、法律用語集などの資料やそれらを利用した普及活動への需要が法

務・司法関係者の間にきわめて高いことが聞き取りから明らかになった。いずれの資料もま

だ出版されていないが、原稿のコピーがワーキンググループとその周辺の法務・司法関係者

に既に活用されている事実は、既に一部の関係者の間では両法案の知識が向上しはじめて

いることを示している。 

民事訴訟法の適用を 2007 年７月に控え、現職裁判官をはじめとする法務・司法関係者へ

の普及が急務であるという認識はカンボジア、日本側双方の関係者に共有されている。 

 

（３）アウトプット３ 

民事訴訟法の経過措置（施行法など）が起草される。 

民事訴訟法経過規定は民事訴訟法の本則に含まれる形で起草され、2006 年７月に施行さ

れた。 

 

（４）アウトプット４ 

民法の経過措置（施行法など）が起草される。 

民法経過規定については、従来、「民法施行法（手続編）」と呼ばれていた手続部分が民事

非訴訟事件手続法として起草され、その他の部分は民法の適用に関する法律として起草され

ることとなった。民事非訴訟事件手続法は、現在ワーキンググループによる用語確定作業

中であり、民法の適用に関する法律は日本側で条文確定作業中である。両法案とも今フェー

ズ終了時（2007 年４月）までに起草が完了する見込みである。 

 

（５）アウトプット５ 

民事訴訟法の付属法令が起草される。 

民事訴訟法作業部会が人事訴訟法案、民事過料手続法案、民事非訴訟事件手続法案、執行

官法案の起草を完了した。人事訴訟法についてはカンボジアでの用語確定も完了し、関連法

令との関係や経過規定を検討中。その他についてはカンボジアでの用語確定作業中。 

 

（６）アウトプット６ 

民法の付属法令が起草される。 

民法作業部会は現在、民法の適用に関する法律以外に法令を起草する必要があるか検討中

であり、プロジェクト期間中に起草作業を完了することは難しい状況にあると判断される。 

 

４－３ 投入の実績 

アウトプットを産出するための日本側の投入（インプット）を人材、資機材、本邦研修、経費

の項目に分けてまとめると次のとおりになる。 
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プロジェクトの投入実績（日本側） 

 2004 年４月～

2005 年３月 

2005 年４月～

2006 年３月 

2006 年４月～

2006 年 10 月 

 

長期 

2004 年 12 月ま

で：１名 

2005 年１月か

ら：２名 

延べ 15MM 

 

２名派遣 

延べ 24MM 

 

２名派遣 

延べ 14MM 

 

専門家派遣 

短期 1 ４名派遣 なし ２名派遣  

本邦研修 

2005 年１月 31

日～２月 18 日：

８名参加 

2006 年２月６

日～17 日：６名

参加 

2007 年２月に

２週間実施予

定 

 

専門家 17,353  30,266 23,363 70,982 

調査団 6,135  0  0   6,135 

国別研

修 

7,543  7,582  0   15,125 

経費 

（単位：千円）

（2006 年度は、

2006 年 10 月現

在の実績） 
現地業

務費 2 

7,736  11,165 7,691 26,592 

合計  38,767 49,013 31,054 118,834  
1 短期専門家は派遣された作業部会委員及び通訳 
2 資機材購入費を含む。2006 年度は在外事業強化費 

 

カンボジア側からは事務所スペース及びこれに隣接した 15 人ほどを収容できる専用会議スペ

ースがプロジェクトに提供された。また、プロジェクト事務所の電気代は司法省が負担している。 

 

４－４ 上位目標の達成見込み 

本プロジェクトの PDM において設定された上位目標は「民事法分野における法令及びその運

用がカンボジア国民にとって利用しやすいものになる。」である。当該上位目標達成のためには、

まず重要な基本法である民法・民事訴訟法の成立・施行が大前提となる。民事訴訟法は 2006 年７

月に既に施行され、2007 年７月に適用される予定である。民法についても 2006 年９月に省庁間

会合での法案審議が終了し、早期に国民議会へ提出することが検討されている。民事訴訟法が制

定され、民法も制定に向け着実に作業が進捗していることは上位目標達成の条件が整いつつある

ことを示すものである。 

その一方で、当該上位目標の達成には、裁判制度、執行制度等諸制度の整備、現職法律家の新

法に関する知識と理解の向上、国民による法制度へのアクセス向上、新しい人材の育成等、様々

な課題へ対応する必要がある。したがって、上位目標が達成されるためにはより長期的視野とカ

ンボジア政府における総合的な政策指針の確立が必須であると考えられる。 
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第５章 実施プロセスの評価 
 

プロジェクトの実施プロセスの評価については、①プロジェクトのマネジメント体制、②カン

ボジア側実施機関のオーナーシップ、③プロジェクトの効果発現に影響を与えた要因（貢献要因、

阻害要因）の３点から分析する。 

 

５－１ プロジェクトのマネジメント体制 

５－１－１ 日本側マネジメント体制 

本プロジェクトの実施にあたっては、日本において民法、民事訴訟法の両作業部会がフェー

ズ１から継続して組織され、付属法令案の起草、カンボジア側からの照会への回答、JICA-Net
を通したワークショップ、現地セミナー、本邦研修等を実施した。現地でのプロジェクトの進

行状況は、長期専門家による月報で定期的に日本側関係者に報告され、毎月約１回のペースで

長期専門家と現地事務所もテレビ会議を通じて参加する形で開催された両作業部会の会合で

現状分析と活動方針に係る議論が行われた。しかし、両作業部会とも別に本務を抱える多忙な

実務家及び研究者によるボランティアに近い形での尽力に依存していたため、作業進行に遅れ

が見られる活動もあった。 

作業部会に加えてプロジェクトの日本側関係者間の情報共有と両作業部会の協議・調整を要

する意思決定を目的として、作業監理連絡会（準備会合２回、本会合５回）が開催された。作

業監理連絡会は当初、四半期に１回の定期開催を予定していたが、関係者の都合がつかないな

どの理由で 2005 年８月から 2006 年５月まで開催されないなど開催が不定期になり、期待され

た役割を十分に果たせなかったとの意見も聞かれた。 

その一方で、長期専門家と JICA カンボジア事務所、JICA 本部の間では日常的に連絡・連携

がなされ、特にドナー間協議ではカンボジア事務所が積極的に協力した。また、本邦における

日常的な作業管理は事務局を務める財団法人国際民商事法センターを中心に適切に行われた。 

調査結果を分析する議論において、本プロジェクトの実施上の問題点として複数の関係者か

ら指摘されたのは、諸般の事情で中間評価を実施しなかったため、プロジェクト実施期間の中

ほどに実績を確認し、方針に関する議論を実施することができなかったということだった。作

業監理連絡会が結果的に期待された役割を十分に果たせなかったこととあわせて、プロジェク

ト実施上必要な意思決定を、日本側関係者全体を含む枠組みの中で行うことが難しかったこと

が、本プロジェクトのマネジメント体制上の問題点だったといえよう。 

 

５－１－２ カンボジア側マネジメント体制 

本プロジェクトの実施についてはイ・ダン司法省次官がカンボジア側を代表して日本側との

調整にあたった。イ・ダン次官は必要に応じて長期専門家とマネジメントについての協議を行

った。 

ワーキンググループは週２回の定期会合を長期専門家の出席も得て継続し、現地での活動方

針、作業分担などを協議した。長期専門家とカンボジア側は詳細な活動計画を共有していたわ

けではないが、この定期会合を通じて情報を共有し、必要な意思決定を行った。 
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５－２ カンボジア側実施機関のオーナーシップ 

カンボジア側実施機関である司法省は人員配置の面で積極的にプロジェクトの実施体制を整備

した。プロジェクト実施に際してはイ・ダン、ヒー・ソピア両次官がワーキンググループに参加

し、イ・ダン次官がマネジメント事項、ヒー・ソピア次官が法律の内容事項それぞれの責任者と

して、強力なリーダーシップを発揮した。ワーキンググループの人選に際して司法省は最も重要

な人材を外さないという組織決定を維持し、プロジェクト実施体制を強力なものにした。また、

若い司法省職員２名をワーキンググループの書記として新たに配置するなど同省は人員配置の面

でプロジェクトを支援したといえる。ワーキンググループには先に述べた２次官をはじめとする

司法省幹部職員が配置されたのに加え、最高裁判所や控訴裁判所から有能な現職裁判官が配置さ

れたことは司法省のみならず、カンボジア政府全体として本プロジェクトに対する支援の機運が

あったことを示すものである。 

このように本プロジェクトの開始時点において、カンボジア政府、特に司法省は人員配置の点

でプロジェクトを支援する体制を整えたが、プロジェクト活動が進むにつれ結果的にこれら有能

かつ重要なワーキンググループメンバーに業務が集中したり、クメール・ルージュ特別法廷の判

事に任命されたりすることになり、現状では日常的にプロジェクト活動に貢献できる人員を補充

する必要が生じている。 

また、人員配置においてプロジェクト実施体制を整備した反面、活動経費の負担において司法

省はプロジェクト事務所の電気代を負担するにとどまった。 

カンボジア側のオーナーシップを計るもう一つの視点として、立法過程における関連法との調

整を司法省がどれだけ主体的に担ったかという点がある。本プロジェクトの開始当初から一般法

である民法・民事訴訟法と抵触する規定をもつ特別法（または法案）との調整が問題となってい

た。長期専門家からの聞き取り調査で指摘があったように、カンボジア政府の法制度整備の方針

に一貫性がなく、互いに関連する複数の法令について異なる省庁やドナーがバラバラに整備を行

っており、関連法令間の抵触等を調整する必要性が強く認識されていないうえに調整する責任の

所在が明確でなかった。結果的に一般法を所管する司法省はこうした調整に積極的になる一方で、

特別法を所管する他省庁は自らの領域を守ることを優先して調整に消極的になることが多かった。 

こうした困難な状況にもかかわらず、ワーキンググループの司法省職員メンバーは日本側作業

部会の助言や長期専門家の支援を得て、土地法、担保取引法、国際養子縁組法などの特別法を所

管する他省庁との調整協議を積極的に実施した。こうした調整協議の積極的展開と民事訴訟法

案・民法案の審議過程における実績とを通じて、閣僚評議会法律家委員会、省庁間会合、他省庁

法務担当者等の立法過程に携わる関係者の間に関連法令間調整の必要性とワーキンググループメ

ンバーでもある司法省法務担当者の有能さが認識されたのか、2005 年後半期頃からは民法・民事

訴訟法以外の法案審議に際しても司法省法務担当者が調整協議のために召集されるようになり、

他省庁の法務担当者も自発的に調整協議を申し出てくることも多くなった。以上のように、プロ

ジェクト期間を通じてワーキンググループメンバーである司法省法務担当者は積極的に関連法令

との調整業務を担い、その結果として法令間調整の必要性と司法省法務担当者の優秀さをカンボ

ジア政府内の立法関係者に認識させるほどになったことは、司法省の法制度整備活動に対するオ

ーナーシップの確立を強く示唆するものであった。 
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５－３ プロジェクトの効果発現に影響を与えた要因（貢献要因、阻害要因） 

カンボジア政府は 2006 年３月の支援国会合において、次回の支援国会合までに民法・民事訴訟

法を含む主要な法律を成立させる方針を提示し、支援各国に了承された。このように民法･民事訴

訟法の制定をカンボジア政府が重要な目標として位置づけ、そのことが他ドナーにも承認されて

いる事実は、全体として本プロジェクトの効果発現に貢献する要因となった。 

その一方で、既に述べたように本プロジェクトの結果として法令間調整の必要性とワーキング

グループメンバーの優秀さが認識され、メンバーの法令間調整業務が増大したことは、結局彼ら

がプロジェクト活動に集中することを阻害することになった。第６章「６－３ 効率性」「６－５ 

自立発展性」にも述べるが、ワーキンググループの判事メンバー数名がクメール・ルージュ特別

法廷の判事に任命された関係でプロジェクト活動に参加できなくなったことも同様に阻害要因で

あった。 

 

－14－



第６章 評価５項目による評価 
 

６－１ 妥当性 

本プロジェクトは、日本・カンボジア両国の政策との高い整合性、カンボジア側のニーズとの

合致、及びアプローチの適切性等の点からきわめて妥当性の高いものだったと評価できる。 

本プロジェクトはカンボジアの開発政策との高い整合性を有していた。カンボジア政府が 2004

年６月に発表した「四辺形戦略（Rectangular Strategy）」ではグッド・ガバナンスが戦略の中心に

据えられ、司法改革はグッド・ガバナンス確立のための最優先課題の一つに位置づけられてい

る。また、「法制度司法制度改革短期・中期行動計画」（2005 年４月）、「国家戦略開発計画（NSDP）」
（2006 年６月）などにおいても民法・民事訴訟法を含む基本法の整備は優先的政策課題とされて

いる。2006 年３月の支援国会合においてカンボジア政府が基本法整備の方針を再確認したのは既

に述べたとおりである。 

加えて、本プロジェクトは日本の対カンボジア援助政策や JICA 国別事業実施計画との高い整

合性を有している。日本の「国別援助計画」（2002年）では、カンボジア政府が取り組む５つの改

革（行政改革、財政改革、兵員削減、自然資源管理、社会セクター）の推進及びグッド・ガバナ

ンスの強化を支援する方針のもと、司法改革が重要政策中枢支援（法整備支援）として位置づけ

られ、民法・民事訴訟法の早期成立のための支援を行う方針が確認された。また、JICA 国別事業

実施計画（2003年、2006年ドラフト）もグッド・ガバナンスを戦略の中心に据え、これに基づく

開発課題である「法による統治の強化」に関する基本法整備プログラムの推進が明記されている。

本プロジェクトは当該基本法整備プログラムの一部である。 

本プロジェクトが達成を目指したワーキンググループをはじめとする立法過程にかかわる人材

の知識と能力を向上させることが、民法・民事訴訟法の成立と施行、そして適用までの実務を担

うワーキンググループメンバーとカンボジア政府のニーズに合致していたことは言うまでもない。

加えて法律用語集、新しい民事手続の解説書等の編纂や付属法令の起草はいずれも本プロジェク

トの事前調査においてカンボジア政府関係者から支援の要請があったものであったこと、カンボ

ジアの現職法律実務家の間に新法の普及活動への期待が高いことなどは本プロジェクトがカンボ

ジア側のニーズに合致していたことを示すものである。 

本プロジェクトは、長期専門家及びワーキンググループによる調査活動を通じて得られたカン

ボジアの実情及びニーズを反映して、日本側作業部会が新法草案を起草し、当該草案をワーキン

ググループが検討するなかで生じた疑問点を作業部会に投げかけ、その疑問点に作業部会が回答

するといった、日本・カンボジア間の共同作業を通じて立法化作業を進めるという「共同作業」

型手法を採用した。他ドナーによる支援に散見されるような、外国人専門家がカンボジアの実情

を考慮せずに法律案を起草しそれを引き渡すだけの手法とは異なり、日本の支援のもと、起草か

ら立法化過程までのすべてのプロセスにカンボジア側の法律専門家を深く関与させている本プロ

ジェクトのアプローチは、カンボジアの現状に合致した法律が策定されることとカンボジアの人

材育成に貢献することの２点において非常に適切であったといえる。 

 

６－２ 有効性 

本プロジェクトは、プロジェクト目標達成に向け順調に進捗している点及びプロジェクト目標

とアウトプットの関連が適切だった点から、有効性は相当に高かったと判断できるが、プロジェ
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クト期間中に当初想定していなかった重要な外部条件の存在が明らかになり、それに対応するた

めの業務が当初予定されていたプロジェクト活動の実施を圧迫する結果となった。 

「４－１ プロジェクト目標の達成状況」に述べたとおり、プロジェクトは目標の達成に向け

た軌道に乗り、順調に進捗している。「４－２ アウトプットの達成状況」でみたように、「ア

ウトプット１ ワーキンググループを含む立法過程にかかわる人材の知識とキャパシティが向上

し、法案審議に適切に対処できるようになる。」及び民法・民事訴訟法の経過規定起草と民事訴訟

法の関連法令起草を目指したアウトプット３～５は適切に産出され、プロジェクト目標の達成に

貢献した。一方、「アウトプット２ 法務・司法関係者の両法案に関する知識が深まる。」に関し

ては現職法律家の間に新法の内容を普及するセミナー活動がまだ本格的に行われておらず、「アウ

トプット６ 民法の付属法令が起草される。」についてもプロジェクト期間内での起草完了は困

難な状況である。 

PDM において設定されたアウトプットとプロジェクト目標達成の関係をみると、アウトプット

項目中プロジェクト期間中に追加されたり削除されたりしたものはなく、プロジェクト目標の達

成と設定されたアウトプットは適切に関連し、アウトプットに過不足はなかったと判断できる。 

PDM で設定された外部条件「プロジェクト活動に関与する職員が、立法・司法関係機関で勤務

し続ける。」については、フェーズ１からプロジェクトにかかわってきた中心メンバーがワーキン

ググループの活動を継続して推進し、民法・民事訴訟法の立法過程に主体的に関与してきたこと

から、特に変化はなかった。もう一点、外部条件の変化に関する分析の結果明らかになったの

は、「カンボジア政府の体系的法律整備のための政策方針が明確である。」ことがプロジェクト目

標の達成を担保する重要な外部条件であると確認されたことである。立法スケジュールが進捗す

るにつれて、他ドナーが起草を支援する他省庁所管の関連法案との調整業務が当初の予想を超え

て増大した。具体的には日本大使館及び JICA カンボジア事務所が恒常的にドナー間調整の努力

を払い、実際の調整協議にはワーキンググループ及び長期専門家が中心となって対応し、日本の

両作業部会は関連法令の整合性に関するコメントの確認・作成、必要な条文修正作業を行ったた

め、当初予定された関係者のプロジェクト関連業務の遂行を圧迫することとなった。これは長期

専門家からの聞き取りで述べられているように、カンボジア政府に体系的な法律整備を行うため

の一貫した政策方針がない、または当該政策方針が明確化されていないことによるもので、当該

政策方針が明確化されていることが重要な外部条件であることが明らかになったのである。 

プロジェクト関係者の意識としては、プロジェクト目標「民法・民事訴訟法の立法化を促進す

るための諸条件が整備される。」の達成は、あくまで経過点の一つであり、民法や民事訴訟法が施

行・適用され、適切に運用されることを目指してきたということが、関係者からの聞き取り等か

ら明らかにされた。このような先を見据えた意識が外部条件への臨機応変な対応に結びついたと

思われる。 

 

６－３ 効率性 

投入及び活動のタイミング・規模がおおむね適切であったことから、効率性は一定程度確保さ

れたと判断できるが、投入の規模の点で長期専門家、特に業務調整／法整備支援専門家の業務負

担がきわめて大きいこと、普及セミナーのための短期専門家投入が大幅に遅れたこと、ワーキン

ググループが人手不足に陥りつつあることなど早急な対応が必要な点もある。 

活動の実施タイミングに関してみると、民事訴訟法逐条解説及び民事訴訟法教科書（要説）の
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作成作業は適切な時期に実施された。また、民法経過規定及び民事訴訟法付属法令の日本語草案

作成も適切な時期に実施された。民事訴訟法逐条解説はプロジェクト期間中の2007年３月までに

出版される予定で、民事訴訟法教科書（要説）も2007年中には出版されることが期待されてい

る。法令用語集の作成タイミングも適切だったといえる。民法・民事訴訟法に関する用語集は、

カンボジアの法律用語を統一する役割を与えられた「法律用語確定のための有識者委員会（The 
Academic Committee for Legal Terminology）」（以下、「有識者委員会」と記す）が近い将来に出版

する基本法令用語集の一部になる予定であるが、既にワーキンググループが作成した原案をワー

キンググループと有識者委員会が共同で検討し、了承した編集版原稿が完成している。法令用語

集の正式な出版はまだであるが、民法・民事訴訟法に係る編集版は既にワーキンググループメン

バーをはじめとする現職法律家に活用されはじめており、入手への要望が高まっている。 

投入の規模については長期専門家の業務負担の大きさが目立つ。特に、業務調整／法整備支援

長期専門家は、法案、逐条解説、教科書、作業部会コメント等あらゆる日本語文書について自ら

クメール語へ翻訳、あるいは翻訳を確認するとともに、日常的にワーキンググループに対して助

言・指導を行うなど過重な業務を負担している。このように膨大な量の業務を同時に抱えている

ため、より緊急性の高い活動から実施せざるを得ず、いくつかの活動についてはスケジュールを

後ろ倒しにせざるを得ないことがあった。具体例としては、民事訴訟法教科書（要説）や民法逐

条解説の作業部会作成分は既にクメール語に翻訳され、カンボジア側に提供されているが、業務

調整／法整備支援長期専門家による翻訳の確認作業が予定より遅れ気味になっていることがあげ

られる。 

投入のタイミングに関する問題点としては、アウトプット２に係る普及セミナーの開催に向

け、現地から作業部会委員を短期専門家として派遣してくれるよう要請が寄せられていたにもか

かわらず、委員の日程調整が大幅に遅れ、専門家派遣がなかなか実現しなかった事実が指摘され

た。これについては JICA 本部のマネジメントの改善が必要だとの指摘が関係者からなされてい

る。また、実施プロセス評価の項でも述べたように、民法、民事訴訟法の両作業部会は別に本務

を抱える多忙な実務家及び研究者によるボランティアとしての尽力に依存していたため、民法逐

条解説作成など一部活動に遅れが見られた。 

また、ワーキンググループの人手不足は今後のプロジェクト活動の進捗に関する懸念材料とな

っている。これも実施プロセス評価の項で述べたことだが、関連法令間の整合性を保つための調

整協議の積極的展開と民事訴訟法案・民法案の審議過程における実績とを通じて立法過程関係者

の間に関連法令間調整の必要性とワーキンググループメンバーの有能さが認識され、2005 年後半

期ころからは民法・民事訴訟法以外の法案審議に際しても司法省法務担当者が調整協議のために

頻繁に召集され、他省庁の法務担当者も自発的に調整協議を申し出てくることも多くなった。ま

た、2006 年７月には判事であるワーキンググループメンバー数名がクメール・ルージュ特別法廷

の判事に任命されたため、特別裁判所判事の任務が多忙であったり、任命された同僚の派遣元裁

判所での業務を補充したりといった影響が生じ、評価調査時現在で３名のメンバーについてワー

キンググループ活動への参加が困難になっていた。 

 

６－４ インパクト 

本プロジェクトは民法・民事訴訟法の制定を推進したことによって上位目標達成へ向けたイン

パクトを与えた。本プロジェクトのアプローチはカンボジア側に高く評価され、他機関による法
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制度整備にも採用されるというインパクトを生じた。また、本プロジェクトの活動を通じて能力

を向上させたワーキンググループメンバーの有能さがカンボジア政府関係者の間に認知されるよ

うになるというインパクトも生じた。 

プロジェクト実績の項で見たように、民事訴訟法は 2007 年７月の適用が予定され、民法案につ

いても既に省庁間会合における審議が終了している。これらは上位目標（「民事法分野における法

令及びその運用がカンボジア国民にとって有益で利用しやすいものとなる。」）の達成に向けた第

一歩として、確実なインパクトを与えたと考えられる。 

妥当性の項で述べたように、本プロジェクトは「共同作業」型手法を採用し、日本の支援のも

と、起草から立法化過程までのすべてのプロセスにカンボジア側の法律専門家を深く関与させた。

当該手法に対してはカンボジアの現状に合致した法律が策定されることとカンボジアの人材育成

に貢献することの２点において非常に適切であったとしてカンボジア側から高い評価を受けたが、

カンボジア側の高い評価の結果として他ドナーの法制度整備におけるアプローチが変化しはじめ

たことが確認された。例えば、フランスは刑法起草に係る検討作業で「共同作業」型手法を採用

し、オーストラリアはテロ対策法起草において同手法を採用した。加えて、カンボジア政府は「共

同作業」型手法をドナーから立法支援を受ける場合の標準手法にすることを検討している。合同

評価会議に参加した法制度司法制度改革評議会代表によると、現在作成中の立法ガイドラインに

は「共同作業」型手法を取り入れる予定だという。 

また、実施プロセス評価、効率性の項で繰り返し述べたように、プロジェクト活動を通じて、

閣僚評議会、省庁間会合、他省庁の関係者の間で、関連法令間調整の必要性とワーキンググルー

プメンバーの能力の高さが認識され、司法省職員であるワーキンググループメンバーが立法過程

の各種会合に召集されるようになり、他省庁からの調整協議や問い合わせが増えた。以前と比較

して司法省の意見が通りやすくなったとの指摘もある。これらも本プロジェクトから生じたイン

パクトである。 

 

６－５ 自立発展性 

政策及び組織能力の点では自立発展性が高いと判断できるが、財政面での自立発展性はきわめ

て弱い。人材面での自立発展性を担保するためには短期的なワーキンググループのための人材確

保対策と長期的な人材育成方針の検討が望まれる。 

カンボジア政府、特に司法省が本プロジェクト終了後も継続して民事法分野の法制度整備を推

進できるかについて、政策面、組織・財政面、人材面のそれぞれについて分析する。まず、政策

面ではカンボジア政府の方針として民法・民事訴訟法の制定を優先課題としていることが指摘で

きる。2005 年４月に発表された法制度司法制度改革短期・中期計画では民法・民事訴訟法を含む

７つの基本法を制定することが表明されており、2006 年４月の NSDP も民法・民事訴訟法の制定

を優先課題としている。 

組織・財政面については、司法省の予算獲得努力にもかかわらず、十分な予算措置がとられて

いないことが指摘できる。ワーキンググループメンバーからの聞き取りでは、司法省が必要な予

算額とその根拠を示しても予算を所管する財務省が必要な予算を割り当てない現状が述べられて

いた。長期専門家からの聞き取りによると、2006年実績でカンボジアの国家予算中、司法省に割

り当てられた予算は全体のわずか0.08％、司法省と裁判所を合わせても0.23％にすぎないという。

結局、法制度整備活動は自国の予算ではなくドナーからの支援を前提にして計画・実施されるこ
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とになり、本プロジェクトにおいても、ワーキンググループに対する手当（会合１回ごとに１人

25 ドル）、現地セミナー等の開催経費、セミナー等参加者の旅費等は日本側の援助に依存してい

る現状である。 

その一方で、法制度整備を継続する司法省の組織能力については望ましい方向で変化の兆しが

見られる。確かに司法省が策定した 2006 年年間計画には「ワークショップ開催」や「法律及びそ

の解説の出版」等の活動が項目としてあげられているだけでそれらの実施方法や予算措置は明ら

かにされておらず、司法省全体として現実的な活動計画を有しているとは言いがたい状態である

が、ワーキンググループは今後実施する民事訴訟法普及活動について、前フェーズで実施した民

事訴訟法草案に関する地方セミナーの例にならい、全国をいくつかの地方に分け、各地方の中心

都市で地方セミナーを実施するという具体的な計画案を検討中である。これら地方セミナーに加

え、上級審においても新法が適切に運用されることを目指して、最高裁及び控訴裁の裁判官を対

象としたセミナーを実施しようという計画も存在する。 

上級審の裁判官を対象としたセミナーは日本から作業部会委員を講師として招くことが期待さ

れているが、これについては日本の専門家に普及セミナーの見本を示してもらいたいという日本

への依存傾向の反映もある反面、カンボジア政府内の職階として多くのワーキンググループメン

バーよりも高位にある上級審の判事たちへ有効な影響力をもって新法を普及させたいという、ワ

ーキンググループ側の戦略的な思惑が存在するのも事実である。このことは新法の普及活動を有

効に実施することを目指してワーキンググループが主体的に考え、行動していることを示す証拠

でもある。 

ワーキンググループの司法省職員メンバーが新法の立法化作業に適切に対応する能力を向上さ

せたことは繰り返し述べてきたが、このことも司法省の組織能力を向上させていることは明らか

である。 

ワーキンググループメンバーの能力向上を通じて司法省が法制度整備を継続できるような組織

能力を向上させつつある一方で、その結果として人材面で困難な状況に直面しつつある事実には

留意が必要である。効率性の項でも述べたように、特にワーキンググループの司法省職員メンバ

ーは民法・民事訴訟法に限らない種々の法案審議や関連法令間調整協議の業務が増大し、プロジ

ェクト活動に参加することが徐々に困難になっている。委員会の判事メンバーについても、一部

メンバーのクメール・ルージュ特別法廷判事への任命とその影響でプロジェクト活動への参加が

困難な者が出てきている。このままでは今後のプロジェクト活動に支障をきたすことが懸念され

るが、喫緊の課題としては民法・民事訴訟法の普及セミナー、付属法令等の立法化作業、民法・

民事訴訟法に関連する法令に係る他省庁との調整作業などを実施する体制を維持するための短期

的な方策が必要となっている。 

人材面での長期的な課題としては、司法省若手職員やRSJP教官候補生など、優秀な若手人材の

能力を向上させ次世代のワーキンググループメンバーを育成する方法が検討されなければならな

い。また新法が将来にわたってカンボジアの法律実務家に適切に理解・運用されていくことを担

保するためには、大学における法学教育など、将来の法務・司法関係人材を育成する長期的な展

望からの方法検討が望まれる。 
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第７章 提言と教訓 
 

７－１ M/M における提言 

 M/M において、カンボジア側・日本側の双方がとるべき事項として提言された内容は以下のと

おりである。 

 

（１）延長期間中の活動に係る留意事項 

・民事訴訟法は 2007 年７月に適用となるため、それに向けた普及活動計画の早期検討が必

要である。 

・民法逐条解説の早急な完成と民法教科書の 2007 年３月までの完成が重要である。 

 

（２）今後双方のとるべき事項 

・カンボジア側は、現行のワーキンググループ体制の維持し、中期的には若手人材の育成に

努めることが重要である。 

・日本側は、法制度整備（業務調整）専門家の業務負担過重のための適切な人員の補充を行

い、現地と本邦間の意思疎通と協議の緊密化を図ることが重要である。 

 

７－２ 教訓（団長所感） 

（１）本プロジェクトは、カンボジアの民法・民事訴訟法の整備を一から支援するという大変

な試みであり、1999 年からのフェーズ１の結果として、立法過程が着実に進捗しているこ

とは高く評価される。実際に、司法省のワーキンググループの知識と能力の向上は、今フ

ェーズにおける活動の成果というよりも、フェーズ１からの蓄積と関係者の多大な尽力の

うえにたっているといえる。特に、ワーキンググループの中心メンバーとの間で、法律の

背後にある思想、考え方の違いを相互に理解するプロセスは、日常的な長期専門家とワー

キンググループとの間の緊密な関係なくしてはここまで進まなかったと思われる。ワーキ

ンググループに、フェーズ１に引き続き、枢要なメンバーが継続的にかかわっていること

も重要であった。また、本プロジェクトで作成される教科書や逐条解説等は、若手人材の

養成を目的とする裁判官・検察官養成校民事教育改善プロジェクトでも活用されることと

なっており、ワーキンググループには、RSJP の教官を務めるメンバーも含まれていること

は、起草・立法・普及のプロセスと、新規人材の育成を有機的に連携させる仕組みとして

有効である。今回の協議全般には、RSJP の２名の長期専門家にも全面的に参加いただいた。 

 

（２）フェーズ２の仕組みとして、日本における２つの作業部会での起草、逐条解説・教科書

の作成作業とのリンケージのため、作業部会は常にテレビ会議をつないで行われ、現地と

本邦間の情報共有の場も十分につくられた。特に、本邦の事務局機能は適切であったと考

えられる。関連法案に関する他ドナー・省庁との調整等を含め、JICA カンボジア事務所の

対応やフォローも適切であったといえる。 

 

（３）一方で、マネジメント上の課題も多い。これまで、運営指導調査・中間評価等が行われ

なかったため、終了時評価調査の時点でこれまでのあらゆる経緯・進捗・実績・課題等を
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洗い出す作業を行うこととなったため、これまでのレビューが中心となり、今後の活動に

ついての議論は手薄にならざるを得なかった。延長期間中の年度計画案を十分協議するこ

とができなかったため、今後、JICA カンボジア事務所と司法省との間で、確認作業が行わ

れることが望ましい。特に、民法付属法令の取り扱いを含め、改めて先方との理解の共有

化が必要である。 

 

（４）本フェーズ２においては、これまで、運営指導調査・中間評価等が行われなかったこと

の背景には、本部・作業部会・現地との間の情報共有のみならず、全体方針や課題や問題

意識の共有、これらに基づく適切なアクションの仕切りが不十分だった面がある。このこ

とは、土地法を巡る世銀との調整、専門家派遣時期の調整等の問題に表れている。今後の

作業監理連絡会の有効活用を含め、JICA 本部の役割をさらに強化する必要があると感じら

れる。 

 

（５）長期専門家は、ワーキンググループに対する、法案審議過程での助言や指導、他省庁と

の調整に関する助言や協議への参加、クメール語での法案や逐条解説、用語の確定等のす

べての過程に関与しており、多忙をきわめている。特に、法制度整備（業務調整）長期専

門家は多忙をきわめ、クメール語確認等の活動の進捗に影響がないとはいえない。人員の

補充の方策検討が必要である。 
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10/19～10/21 聞き取り対象者による主なコメント 

 

（長期専門家） 

プロジェクトの実績について 

・逐条解説原案の読み合わせ作業を通じて、カンボジア側カウンターパートの民法草案、民事

訴訟法草案両法の条文に関する理解が深まり、日本側に対して条文や逐条解説に対して改善

の提案ができるほどになった。 

・立法化準備委員会（プロジェクト・ワーキンググループ）の中でも個々人によって理解に差

はあるが、理解度の高いメンバーは事例を想定して複数の異なる条文を適用する等複雑な解

釈が可能になった。 

・現地ワークショップや研修を通して立法化準備委員会メンバーは法案、付属法令案の作成

等、より技術的に高度な作業を担えるようになった。 

・立法化準備委員会は法案審議過程で法案に関する適切な説明を行った。 

 

プロジェクトの実施プロセスについて 

・ヒー・ソピア次官をはじめとする立法化準備委員会の司法省職員メンバーが他省庁と調整協

議を行った。 

・作業監理連絡会が定期的に開催されないなど、日本側関係者全体を含めたモニタリングの

制度がうまく機能しなかった。 

・国内関係者との連絡、情報共有については、事務局（財団法人国際民商事法センター）が適

切に作業してくれているが、作業部会本体の対応には遅れが生じることがあった。 

・本プロジェクトでは中間評価がなかったのでプロジェクトの半ばで進行を確認することが

できなかった。 

・カンボジア側からは立法化準備委員会にイ・ダン、ヒー・ソピア両次官をはじめ司法省の

中核職員が参加しているほか、司法省若手職員が立法化準備委員会の書記として配置される

など、人員の面で支援を受けている一方で、立法化準備委員会メンバー以降の世代が育って

いないこと、他省庁との調整等平常業務が増加してきたこと、立法化準備委員会メンバーの

うち実質的にプロジェクト業務を担っているのは約半数であることなど、今後検討すべき課

題も生じてきている。 

・カンボジア政府の法制度整備に係る政策が不明確。民法・民事訴訟法といった一般法の制定

を目標に掲げる一方で、それら一般法の規定を破るような特別法（土地法、担保取引法等）

の起草を進めるなど法制度整備の方針に一貫性がない。 

 

成果の産出、プロジェクト目標の達成、上位目標の達成見込みについて 

・立法化準備委員会の中でも中心的なメンバーについては、今後他の法案についても必要な説

明と調整を実施し、法案審議を進めていくことができるだろう。 

・裁判官・検察官・弁護士等、立法化準備委員会以外の実務家に対する普及活動としては

2004 年に日本から短期専門家を迎えて開催した人事訴訟法ワークショップを実施したのみ。

その他の普及については今後の課題。 

・用語集、逐条解説等はまだ正式に出版されていないが、立法化準備委員会、裁判官検察官養

４．現地ヒアリング議事録 
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成校ワーキンググループ及び少数の実務家の間ではこれら出版物の原稿のコピーが出回り、

活用されている。 

・立法化準備委員会の一部は裁判官・検察官養成校や大学で新しい民法・民事訴訟法の講義を

行っているので、他の実務家に対してこれらを解説することは可能だろう。 

・裁判官・検察官養成校や弁護士養成校は新しい人材の育成を担っているが、現職実務家の訓

練は実施していない。現職実務家の訓練をどの機関が担当するかについて司法省と裁判官検

察官養成校の間で意見の相違がある。 

・法律に関する専門知識を有し、クメール語も堪能な法整備／業務調整専門家の業務負担が

過重である。 

・現状では長期専門家も立法化準備委員会も平常業務や立法化作業に手をとられ、現職実務

家に対して新法の内容を普及する活動ができていない。 

・司法省は今後の活動計画を持っており、その中でワークショップの開催、法律及びその解説

の出版等を明記しているが、それらの具体的実施方法、予算等は考えられていない。このほ

かに立法化準備委員会はより詳しい普及計画案を検討している。 

・立法化準備委員会メンバーらカウンターパートは普及活動が必要だとは言うが、その方法

を吟味すると、まず日本から作業部会の先生方を招いて最初の普及活動をやって見せてもら

い、それを見本にその後自分たちで普及活動を実施するという段取りを期待しており、まず

はできることからでも自分たちで始めようという意志は弱い。 

・上位目標の達成には、カンボジア国民が裁判制度に容易にアクセスできるようになるとと

もに、制度が適切に機能し、制度に対するカンボジア国民の信頼が回復される必要がある。 
 

（カウンターパート） 

プロジェクトの実施プロセスについて 

・立法準備委員会の会合は週 2 回程度の頻度で開かれた。このほかに月 2 回程度の頻度で

イ・ダン次官と現地専門家の間でプロジェクトの進行に関する協議を行った。 

・立法化準備委員会内の作業分担は決まった担当者が継続して同じ事項にかかわるようにし、

問題は委員会内で共有するようにした。 

・カンボジア側との共同作業を通じてカンボジアの現状に即した法案を起草する日本の技術

協力手法は他機関の支援方法と比較して優れており、当該手法を他機関も採用しはじめた。

（例：オーストラリアによるテロ防止法起草支援） 

 

成果の産出、プロジェクト目標の達成、上位目標の達成見込みについて 

・（ロイヤル・デクリーによって設置された）「法律用語確定のための有識者委員会」（ the 
Academic Committee for Legal Terminology、以下、「有識者委員会」と記す）が民法・民事訴

訟法を含む全法律に関する法律用語集を準備中で、民法・民事訴訟法関連部分は立法化準備

委員会がプロジェクトの中で編纂した用語集原稿が用いられた。当該原稿について有識者委

員会と立法化準備委員会の間で協議が実施され、ほぼ原案通りに原稿が確定した。用語集の

正式な出版はまだだが、民法・民事訴訟法関連部分の原稿がコピーされ、法律関係者の間で

活用されはじめている。 

・逐条解説作成作業を通じて、立法化準備委員会メンバーは個別条文を単独で解釈するだけ
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でなく、複数条文を相互に関連付けて解釈することができるようになった。 

・民事訴訟法逐条解説はまだ出版されていないが、校正済み原稿のコピーが立法化準備委員

会メンバーとその周辺の現職実務家に活用されはじめている。 

・司法省関係者はもとより、他省庁、閣僚評議会法律家委員会、国民議会、大学等の法律実務

関係者から用語集、逐条解説を早く出版してほしいという強い要望が出ている。 

・現地ワークショップ、本邦研修、日本側作業部会からの助言等日本側からの投入は一体とし

て立法化準備委員会の民法・民事訴訟法各草案への理解を向上させた。 

・閣僚評議会や国民議会等の法案審議過程で実際に答弁できるのは次官以上なので、ヒー・ソ

ピア次官が実際の答弁を担当し、司法省職員であるその他の立法化準備委員会メンバー（チ

ャン・ソティアヴィ次官補、パエン・ピッサリー国際局長、スン・パニャヴット検察局長）

がこれを補佐する形のチームを形成し、法案の審議に対応した。 

・最高裁や控訴裁の判事である立法化準備委員会メンバーは、法案審議過程において司法省

職員のように法案を提出する主体として説明することはなかったが、閣僚評議会法律会委員

会等の求めに応じ、第三者的立場にある法律専門家として、新法案を支持する内容の意見陳

述を行った。 

・民法案、民事訴訟法案の審議における対応や、民法・民事訴訟法と関連法の整合性を維持す

るための調整活動で立法化準備委員会の特に司法省メンバーの評価が立法関係者の間で高

まったのか、2005 年後半期頃から関連法令を所管する他省庁が司法省に対して調整協議を

申し入れてくるようになった。 

・現在調整協議には、立法化準備委員会メンバーが他省庁へ出向いて行う方法と他省庁の担

当官が立法化準備委員会の会合に参加して行う方法の２方法を採用している。 

・クメール・ルージュ特別法廷に判事である立法化準備委員会メンバーが任命された関係で

現在３人の判事メンバーが立法化準備委員会の活動に参加できない状態になっている。 

・新たな法令間調整業務の増加とクメール・ルージュ裁判所への任命による影響で、立法化準

備委員会の主要メンバーにとってプロジェクトの活動（定例会議、今後の普及活動等）を継

続することが困難になっている。 

・立法化準備委員会メンバーの知識は向上しており、特に裁判官検察官養成校、弁護士養成

校、大学等で教えているメンバーは能力向上が客観的にも明らかである。彼らは現職実務家

に普及するだけの知識と理解を有している。 

・立法化準備委員会メンバーによる新法の理解に問題はないが、その他の現職実務家への普

及が大きな問題。 

・民事訴訟法は 2007 年に適用される予定だから、実務を担う裁判官にその内容、書式を教え

なければならないが、現在はその必要性に対応できていない。 

・2003 年から 2004 年にかけて実施した民事訴訟法案の地方普及セミナーの方式にならい、

国内の州を地方ごとのグループにわけ、各地方の中心都市で新民事訴訟法の内容と実務に関

するセミナーを実施することを計画している。 

・民事訴訟法普及活動の最初に、日本から作業部会の先生方をプノンペンに招いて最高裁及

び控訴裁の判事を対象にセミナーを実施したい。 

・作業部会の先生方を招きたい理由は、①最高裁、控訴裁の判事の多くは年齢も高く、職階も

高いので、比較的若い立法化準備委員会メンバーの言うことに耳を貸さない危惧があるため、
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②立法化準備委員会内でも理解の程度にばらつきがあるので民事訴訟法で普及すべき要点

について先生方から見本を示していただきたいためである。 

・現在の立法化準備委員会メンバーは多忙になってきたので、若手職員を育成することが急

務であると考えている。 

・立法化準備委員会の現メンバーはみな忙しく、今後の活動に手が回らなくなる可能性があ

るので、裁判官検察官養成校の教官候補生等を新しいメンバーとして委員会にリクルートす

ることが望ましい。 

・普及活動に際しては若い司法省職員等を同行させ、講義の補助をさせることを通じて次世

代の人材育成を図りたい。 

・立法化準備委員会に新しいメンバーを入れても、新法の理解が深く講義ができる現在のメ

ンバーと同等になるには時間がかかり、喫緊の課題である新法の普及活動には間に合わない。

したがって現在のメンバーについて全員が新法についての講義ができる程度まで理解と能

力の底上げを図るほうが望ましい。 
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日本側関係者質問票回答結果（主なコメント） 

 

・本邦研修での講義を通じて経過規定、付属法令の必要性をカンボジア側参加者が理解して

くれるようになった。 

・本邦研修はカンボジア側の中心的な役割を果たしている少数のメンバーにじっくりと講義

できるので、彼らの能力向上に役立った。 

・現地セミナーでは現地のニーズを肌で感じることができるので、きわめて有益である。本

邦研修に参加できなかった人たちと議論できるのもメリットである。 

・本邦研修で講義した経験からみると、カンボジア側参加者は理論については相当程度理解

できている一方、新法に基づく実務の具体的なイメージをもつまでには至っていないようだ。 

・特に民事訴訟法について早急な普及活動を実施する必要がある。 

・法科大学院の開設に伴って日本側作業部会メンバーに時間的余裕がなくなった。 

・カンボジア民事訴訟法は日本に蓄積された法律学を基盤として起草されたものであるから、

日本語の文献・判例などを理解できる人材がカンボジアにて育成されなければ立法の趣旨ど

おりの解釈・運用がなされない恐れがある。一方で、プロジェクトの実効的遂行にはクメー

ル語ができて、法律学について理解のある通訳を、迅速に増員する必要がある。そこで、名

古屋大学大学院に在籍するカンボジア留学生や、既に修士の学位を得て帰国した留学生など

の中から信頼性の高いものを通訳スタッフあるいは補助スタッフとして、このプロジェクト

に取り込むことができればカンボジア側でこのプロジェクトにかかわる人材の裾野を広げ

ることにつながる。 

・知的支援を行う場合、どのレベルまでの知的支援を行うのかをあらかじめ確定しておかな

ければ終わりのない支援になるおそれがある。 
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10/23～10/25 関係者協議内容の要約 

 

 関係者協議は日本側調査団から評価の趣旨と５項目評価の仕組みを説明したあとに、調査団が

質問し、これにカンボジア側参加者が回答する形で進められた。主な協議内容は以下のとおりで

ある。 

（カンボジア側からの現状説明） 

・現在立法化準備委員会の人手不足が問題である。判事や司法省の法案審議を担当するメン

バーの業務負担が増加している。こうしたメンバーの配属・職務変更等に対応して委員会の

組織変更を行うことができなかった。 

・人手不足への対策として、最近採用した若い司法省職員を新しい人材として育成すること

を考えている。 

・クメール・ルージュ特別法廷は現在のプロジェクト枠組みを設計する段階で想定していな

かった。立法化準備委員会に経験豊富な判事を加えたのは、立法後の適切な運用を期する意

図であったが、皮肉にも彼らがクメール・ルージュ特別法廷の判事に任命されてしまい、立

法化準備委員会の人手不足を深刻にしている。 

・様々な法令が民法・民事訴訟法との抵触に留意されないまま起草・制定され、それらへの

対応に追われた。こうした対応の結果、司法省か所管する一般法との抵触を調整すべきであ

るという問題意識が他省庁にも共有されるようになり、調整協議の申し出が増加した。司法

省としては他のプロジェクト活動を後回しにしてでも調整協議には応じざるを得ない。 

 

（立法化準備委員会メンバーが多忙ななか、どのように新法を現職裁判官に普及していくか？） 

・普及に際しては、法律の内容を普及させるだけでなく、実務上の問いに答えるために資料も

整理して提供する必要がある。 

・現職裁判官を教育するには、彼らが話を聞くように講師には判事の経験があり、新法の内容

にも詳しい者でなくてはならず、それは立法化準備委員会の数人に限られる。 

・国内をいくつかの地方（５州１地方が目安）に分け、立法化準備委員会も小グループに分

け、各地方に小グループを派遣して民事訴訟法草案のセミナーを開催した 2004 年の経験に

ならって民事訴訟法普及セミナーを実施する計画である。 

・既に各裁判所で勉強会を行っており、その結果として質問が寄せられている。 

・地方セミナーに先立ち、日本の先生方をプノンペンに招きセミナーを実施していただくこ

とも計画している。 

 

（次世代育成について詳しく聞きたい） 

・司法省内での人員選定、育成の方法は現在検討中。裁判官検察官養成校では現在人材育成

が進行しているのでそちらとも協力していきたい。しかし裁判官検察官養成校の教官候補生

たちはまだ若いので、彼ら自身が現職裁判官を教育するのは難しい。 

・経験ある実務家を任用しても、結局本業を優先して抜けていってしまう。以前にもマニュ

アル作成時に弁護士を招いたが仕事もしないうちに抜けていってしまった。結局司法省職員

でやるしかない。 
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５．司法省協議の議事録 



 

（普及の範囲をどのくらいに考えているか？） 

・現職裁判官、検察官、弁護士。裁判官及び検察官で合計 200 人、弁護士 300 人の計 500

人。１回のセミナーに参加者 50 人以内（理想は 25 人程度）。 

 

（モニタリングの実際についてご教示願いたい） 

・活動計画を長期専門家と合同で作成したが、実際はそのとおり進まなかった。 

・当初週２～３回の開催を予定していた省庁間協議は、議題が増えて時間内に議論が決着し

なかったり、会合が流れたりと議論が予定通り進まず、結果として民法草案、民事訴訟法草

案の審議に予想以上の時間がかかった。 

 

（予定された成果の産出状況について） 

・民事訴訟法逐条解説は原稿が確定し、出版はされていないがコピーが立法化準備委員会メ

ンバーなどに活用されている。民法逐条解説は作成中。 

・想定問答集は裁判官や実務家にとってあまり重要でないので作成しなかった。 

・法律用語集については、有識者委員会があらゆる法律用語を確定することを目的として作

業を進めているので、まだ出版されていない。立法化準備委員会が作成した民法・民事訴訟

法関連部分の原稿を有識者委員会と検討し、立法準備委員会の意見が大体通った。現在は民

法・民事訴訟法関連部分のコピーが出回って活用されている。 

・新法の普及セミナーについては計画を早急に作成しなければならない。 

・民事訴訟法に関するマニュアルは裁判官検察官養成校と共同で作成中であり、教科書も作

成中であるが、逐条解説が必要なのでなるべく早く出版したい。 

・民法経過規定は民法の適用日が未定なのでつめ切れない部分もあるが、間もなく「民法の

適用に関する法律案」として閣僚評議会に提出する予定。 

・民事訴訟法付属法令中、執行官法案、人事訴訟法案はできているが、非訴訟手続法案はま

だ条文が確定していない。 

・民法付属法令は今後、必要に応じて日本側作業部会からアドバイスを受けたり（供託法）、

作業部会に起草をお願いしたり（公証制度）したい。 

・（民法付属法令起草に関する日本側回答）必要な活動の優先順位を考慮しながら、作業部会

において支援が可能かどうかを含めて検討したい。 

 

（民法・民事訴訟法起草を日本が支援したことをどう評価するか？） 

・日本のやり方はカンボジアの現状を精査したうえで、社会、行政のシステムに合致した法

律案を作成してくれた点でよかった。司法省はこのアプローチを他省庁に対しても説明し、

広げる努力をしていきたい。すでに刑法案を起草しているフランスにもこの方法を採用する

よう申し入れている。 

 

（予算確保のため司法省の更なる努力が求められると感じるが） 

・財務省が示してくる枠がもともと少なく、財務省に対して必要な額を示して説明しても

「予算はない」と言われるばかりである。今年は地方４ヶ所に裁判所を建設する予算を獲得

し、予算は前年比で４倍になったが、増えた分はすべて当該建設費用だった。 
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・逐条解説をプロジェクトの予算で無理して大量に印刷せず、これを販売して収益をプロジ

ェクトにまわすことも考えられる。法律条文や逐条解説は販売すれば興味のある人は購入す

ると思う。 

 

以上 
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６．カンボジア起草準備委員会（ワーキンググループ）リスト 
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